
北海道総合保健医療協議会設置要綱  

                                                              

  （設置）                                                     

  第１条 本道における保健医療対策を長期的観点にたって、総合的かつ有機的  

 に推進し、地域保健医療の確保と道民の福祉向上を図るため、北海道総合保  

 健医療協議会（以下「協議会」という。）を設置する。                   

  （所掌事項）  

  第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。  

  （１）地域保健医療に関する重要な事項  

  （２）保健医療と福祉にかかわる重要な事項  

  （組織）                                                     

  第３条 協議会は、委員４５名以内で組織する。ただし、特別の事項を調査協  

 議するため必要がある場合は、臨時委員を置くことができる。              

    ２ 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱又は任  

  命する。                                   

      （１）学識経験者                                         

      （２）医療関係者                                         

      （３）関係機関・団体の者  

      （４）医療を受ける立場にある者                                      

      （５）その他必要と認められる者                           

  （委員の任期）                                                          

  第４条 委員の任期は２年とする。ただし、任期途中で退任した委員の後任者  

 の任期は、前任者の残任期間とする。                                    

  （会長及び副会長）                                     

  第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。               

    ２ 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。  

    ３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。            

    ４ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。  

  （会議）                                                      

  第６条 協議会の会議は、会長が招集する。                    

    ２ 会長は、会議の議長となり議事を整理する。             

  （専門委員会）                                              

  第７条 協議会には、協議会の決定により専門委員会を置くことができる。    

    ２ 専門委員会に属すべき委員は、会長が指名する。           

    ３ 専門委員会の運営は、専門委員会を構成する委員が協議して行う。      



  （特別委員会）                                               

  第７条の２ 協議会には、協議会の決定により特別委員会を置くことができる。 

    ２ 特別委員会に属すべき委員は、会長が指名する。           

    ３ 特別委員会の運営は、特別委員会を構成する委員が協議して行う。      

  （運営委員会）                                               

  第８条 協議会の円滑な運営を期するため、この協議会に運営委員会を置くこ  

 とができる。                                 

    ２ 前条第２項及び第３項の規定は、本条において準用する。   

  （庶務）                                                     

  第９条 協議会の庶務は、北海道保健福祉部総務課において処理する。  

  （会長への委任）                                             

  第１０条 この要綱に定めるものほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会  

 長が協議会に諮って定める。  

  

附 則   

この要綱は、昭和５２年８月１６日から施行する。  

附 則                                      

この要綱は、昭和６０年６月２６日から施行する。  

附 則  

この要綱は、昭和６３年８月２６日から施行する。    

附 則                                         

この要綱は、平成９年８月２６日から施行する。   

附 則  

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。  

附 則  

１ この要綱は、平成２５年７月３０日から施行する。 

２ 本協議会は、この要綱の施行の日から起算して２年を経過するごとに、社

会経済情勢の変化等を勘案し、この要綱の施行の状況等について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  


